
インボイス制度導入にともなう「新たな消費税の仕組み」と「シルバー人材センターの対応」について

現在、請負・委任契約により就業されている会員の皆様は、「個人事業主」であり、就業の対価としてセンターからお支払いしている配分金等の報酬

には消費税が含まれています。

「個人事業主」には、本来、消費税の納税義務がありますが、課税売上高（配分金等の総額）が年間1千万円以下の場合は、「免税事業者」として取り

扱われるため、納税の義務が免除されています（消費税を納める必要はありません）。

また、センターにおきましても、会員の皆様にお支払いしている配分金等に含まれる消費税相当額は、税法上、全額「仕入控除」が認められており、

お客様から受け取った請負代金（配分金等）から、すべて差し引くことが出来ます。

しかし、令和5年10月1日より、消費税に関する適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されますと、現在、認められています会員の皆様

にお支払いしている配分金等に含まれる消費税相当額に係る「仕入税額控除」が段階的に認められなくなることから、センターに新たな納税負担

が生じることになります。

そのため、お客様に請求する事務費を増額（8％→9.8％）し、納付財源を確保することになりました。

なお、会員の皆様におかれましては、新たな手続きや負担はありません。
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インボイス未登録の

免税事業者

消費税の計算

もらった消費税 1,000円

－ 支払った消費税 － 200円

消費税800円

を納付

１０,０００円

＋ １,０００円

２,０００円

＋ ２００円

消費税の仕組み（現行）

仕事の依頼

仕事に必要な

商品の購入

消費税800円で納付できる

2023年10月１日からインボイス導入

新しい制度がプラスされる

新たな制度の中でこれまでどおりの

取引・納付を行うには．．．

①インボイスを発行するために登録する

②インボイス事業所登録番号を取得

➡インボイス発行事業者となる

消費税1,000円を納

付することになる

事業主

１０,０００円

2023年10月１日からインボイス導入後の問題点 適格請求書発行事業者

適格請求書発行事業者

事業主

適格請求書発行事業者

インボイスでは

ない請求書

新たな制度の中で免税事業者のまま事業を続け

る場合の取引・納付は．．．

①インボイス発行事業者同士の取引は、

税金を含む取引で消費税を計上できる。

②相手方がインボイス事業者未登録の場合、

支払い額に消費税分を含んで支払っても、

請求書がインボイスでないため、支払い消費

税を控除して納付することが出来ない。

事業主がその分を納付することになる。

適格請求書発行事業者

インボイスの発行

インボイス未登録の

免税事業者

シルバー

人材

センター

シルバー人材センターの場合

会員が年間1,000万円未満の免税事業者のままを想定

適格請求書発行事業者

未登録の請求書

シルバー会員

（個人事業主）

適格請求書発行事業者

発注者

消費税の納付

はない

支払い額に消費税分を含んで支払っても、

インボイス発行事業者ではないため、支払

い消費税を控除して納付することが出来な

い。センターがその分を納付することにな

る。

もらった消費税1,000円の消費税を納税

することとなる

↓

この＋200納付分の財源がない

↓

発注者への事務費負担として納付財源を

確保する

事業主

発注者

取引相手が課税事業者、免税事業者に関わらず、

全ての取引おいて※『仕入れ税額控除』が認められ

ています。

※仕入れ税額控除

仕入れで発生した消費税を売上で発生した

消費税から差し引くこと

（個人、中小零細企業）

発注者

仕事の依頼

インボイスの発行

仕事に必要な

商品の購入

インボイスの発行

適格請求書発行事業者

仕事の依頼

インボイスの発行

1 2

3 4

１０,０００円

＋ １,０００円

２,０００円

＋ ２００円

インボイス＝適格請求書

消費税の計算

もらった消費税 1,000円

－ 支払った消費税 － 200円

納める消費税 800円

２,０００円

＋ ２００円

仕事に必要な

商品の購入

消費税の計算

もらった消費税 1,000円

－ 支払った消費税 － 0円

納める消費税 1,000円

発注者

仕事の依頼

２,０００円

＋ ２００円

１０,０００円

仕事の依頼

消費税1,000円を納

付することになる


